
2個人質問・・・長崎市議会では、会派持ち時間の範囲内で、事前に質問通告した議員が一般質問を行っています。

共
通
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
制
度
導

入
に
お
け
る
業
務
シ
ス
テ
ム
の
改
修
、
個
人

番
号
カ
ー
ド
の
配
布
体
制
な
ど
、
準
備
状
況

と
市
民
へ
の
影
響
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

共
通
番
号
制
度
導
入
に
よ
り
、
行
政
機

関
の
間
で
情
報
の
連
携
を
行
う
こ
と
が
で
き
、

手
続
の
迅
速
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
平
成
26
年
度
は
、
住
民
記
録
や
税
情
報
等

の
各
シ
ス
テ
ム
の
改
修
と
と
も
に
、
福
祉
等

の
市
民
サ
ー
ビ
ス
業
務
を
精
査
し
、
電
算
シ

ス
テ
ム
の
改
修
や
事
務
の
見
直
し
の
検
討
を

行
う
。
今
後
は
、
平
成
27
年
10
月
か
ら
国
民

へ
の
個
人
番
号
の
通
知
、
平
成
28
年
１
月
か

ら
希
望
者
へ
の
顔
写
真
付
き
個
人
番
号
カ
ー

ド
の
交
付
、
平
成
29
年
７
月
か
ら
行
政
機
関

の
間
で
、
情
報
連
携
の
開
始
が
予
定
さ
れ
て

い
る
。
市
と
し
て
は
、
制
度
が
円
滑
に
導
入

で
き
る
よ
う
準
備
を
進
め
て
い
く
。

ペ
ー
ロ
ン
船
の
材
料
に
つ
い
て
、
林
業

振
興
の
観
点
か
ら
本
市
の
森
林
で
成
長
し
た

杉
を
材
料
と
し
て
活
用
で
き
な
い
か
。

ペ
ー
ロ
ン
船
の
建
造
に
は
、
杉
の
大
木

が
必
要
と
な
る
が
、
本
市
に
お
け
る
杉
の
造

林
面
積
は
少
な
く
、
地
形
的
条
件
や
土
壌
の

状
況
か
ら
、
他
県
と
比
較
す
る
と
、
杉
の
大

木
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
。市
有
林
に
は
、

市
民
の
森
の
小
ヶ
倉
水
源
地
上
流
に
直
径
80

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
杉
の
木
が
数
本

あ
る
が
、
林
道
等
が
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、

木
材
の
搬
出
は
で
き
な
い
。

　
こ
の
た
め
、
市
民
の
森
の
周
辺
は
遊
歩
道

を
整
備
し
、
森

林
環
境
教
育
の

場
と
し
て
市
民

に
公
開
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、

今
後
も
貴
重
な

財
産
と
し
て
大

切
に
守
っ
て
い

き
た
い
。
た
だ

し
、
市
内
の
建

築
物
等
に
多
く

の
長
崎
産
材
が

使
用
さ
れ
る
こ

と
で
、
木
材
需

要
が
増
加
し
、

ひ
い
て
は
、
森

林
整
備
に
つ
な

が
る
と
考
え
て

い
る
。

6月定例会

共
通
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
制
度
へ
の

準
備
状
況
と
市
民
へ
の
説
明

長
崎
産
材
の
ペ
ー
ロ
ン
船
へ
の
活
用

答

答

問問

　
６
月
定
例
会
で
は
、
６
月
11
日
か
ら
13
日
及

び
16
日
の
４
日
間
に
わ
た
り
16
人
に
よ
る
個
人

質
問
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

市
民
ク
ラ
ブ

議案の撤回を承認

議員提出議案

一
般
質
問

　２月定例会から継続審査となっていた第４号議案「長崎
市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例」は、６
月定例会初日に市長から議案撤回の説明があり、議会は撤
回を承認しました。

※意見書の内容は長崎市議会の
ホームページに掲載しています。

第22号議案「長崎市公会堂条例を廃止する条例」に対する附帯決議

　本議案は、施設の老朽化や耐震性の不足等の状況を総合的に勘案し、
平成27年４月１日付をもって公会堂を廃止しようとするものであり、慎
重な審査を行うため、継続して審査を行ったところである。
　審査において、今回廃止しようとする公会堂は、構造体や設備の著し
い老朽化、耐震性の不足等の状況から、今後、全面改修を行ったとして
も、空調の性能向上やバリアフリー対応、バックヤードの拡充、搬入口
の改良などの課題を解消できず、文化施設としての十分な機能を備えた
誰にとっても使いやすいホールとはなり得ないものと考えられる。また、
長崎国際文化センター建設計画に関する考え方については、同計画によ
り建設された施設同様、その精神をしっかり未来へ引き継ぐという考え
方が示され一定理解できるものである。これらの点を勘案し、公会堂の
廃止については、事情やむを得ないと考える。
　しかしながら、公会堂廃止後の代替機能の確保については、現時点で
は、時期や場所等について明確にされていない。このことは、日頃から
芸術文化の創作・発表の場として公会堂を利用している市民の活動の場
がなくなってしまうのではないかという不安につながっている。
　一方、県庁舎跡地活用検討懇話会からの提言において、県庁舎跡地の
主要機能の１つとして「ホール機能」が盛り込まれているが、県庁舎跡
地の活用は、さまざまな大型事業の検討が進められる中、長崎市の財政
負担の面からも、まちづくりの面からも大変重要な課題であり、周辺施
設との役割分担にも十分に配慮しながら、整備が進められる必要がある
が、県において、具体的な検討がこれから行われ、方針が示されるもの
と考えている。
　よって、今後、代替機能の確保について検討を進めるに当たっては、
公会堂が市民の芸術文化活動の拠点であることを鑑み、強い意志を持っ
て取り組まれるよう、以下の点について強く要請する。

１　県庁舎跡地の活用において、当事者意識を持ち、特にホール機能に
　ついては、不退転の決意をもって県との協議を積極的に推進し、早急
　に県市の意見をまとめること。

２　公会堂廃止後、新たに機能が確保されるまでの間は、ブリックホー
　ルを初めとしたその他の文化施設において、市民文化団体の利用を優
　先し、あわせて使用料の減免についても検討を行い、市民の芸術文化
　活動を支援すること。

平成26年６月25日
長　崎　市　議　会

【撤回理由】※本会議における市長説明の要約
　平成26年度当初予算として計上していた新市庁舎整備に関する基
本・実施設計費などが減額修正となった。公会堂を解体し、その敷
地に市庁舎を建設する方針に変わりはないが、次の理由から、新市
庁舎整備に関する予算を再度提案する時期ではないとの判断に至っ
た。
①「長崎市公会堂条例を廃止する条例」が継続して審査されている
②大型事業の集中が予想される中、技能労働者の確保や円滑な施工
　が見込めるのかといった指摘がある
③大型事業の優先順位という点からは、まずＭＩＣＥを優先したい
　以上のことから、新市庁舎整備の予算の計上をせず、条例審査の
継続は困難と考えたため、第４号議案「長崎市役所の位置を定める
条例の一部を改正する条例」は、一旦撤回し、今後、議会の指摘も
踏まえながら、再度、新市庁舎建設事業の着手時期を精査し、改めて、
新市庁舎整備の予算とともに「長崎市役所の位置を定める条例の一
部を改正する条例」を再度提案したいと考えている。

・未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制度の堅
持を求める意見書
・「労働者保護ルールの見直し」に関する意見書
・第22号議案「長崎市公会堂条例を廃止する条例」に対する附帯決
議（内容は左記参照）

▲ 2013長崎ペーロン選手権大会の海上パレードの様子


